
 男女共同参画センター使用団体登録申請について  

【団体登録条件】 

１．男女共同参画センターを拠点として，男女共同参画社会の形成に資することを明確に

活動の目的としている団体。 

２．代表者が山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・

中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町に住所を有していること。もし

くは、山形市に在勤・在学をしていること。 

３．５人以上の構成員を有すること。 

４．営利目的の団体、宗教団体は登録不可。 

 

【登録申請時に必要なもの】 

 ①提出資料 

  ・「男女共同参画センター使用団体登録申請書」 

  ・「団体活動内容及び男女共同参画との関わり等について」（規約等あれば添付） 

・「事業計画書」 

②提示資料 

代表者の身分を証するもの 

（マイナンバーカード・免許証・保険証等、名刺等市内在勤・在学を確認できるもの） 

 

【登録団体の特典】 

・使用室等の利用を２ヶ月前の初日から予約・申請ができます。 

（例）10月使用の場合 8月１日から 

・印刷機（原紙 1枚につき 50円、印刷 100枚ごと 100円）や裁断機の利用ができます。 

・希望によりロッカー（鍵付き）とメールボックスを利用できます。 

・貸館室利用でのプロジェクター、ＤＶＤプレーヤーの貸出を受けられます。（要予約） 

 

【ロッカー・メールボックスの使用について】 

・ロッカーは必ず施錠してください。 

・窓口に登録証を預け、鍵を借用してください。 

・メールボックスは、郵便受けではないので団体あての郵便物・届け物の受取場所を当セン

ターにすることはできません。 

 

【受付・問合せ窓口】 

 

 

山形市男女共同参画センター「ファーラ」 

〒990-0832 山形市城西町２－２－２２ 

TEL：023―645－8077 

FAX：023―645－8055 

Mail：fala@city.yamagata‐yamagata.lg.jp 


